
地域社会やステークホルダーとの関わり
当社は、当社が事業を行う地域社会の一部であることを認識
しています。当社は、土地の権利、水へのアクセスおよび健
康といった、人々にとって重要な人権事項について、地域社
会と協働します。当社はまた、先住民ならびにその他の影響
を受けやすく不利な立場にある集団を含む地域社会の人々と
も協働します。当社の目標は、対話を通じて彼らの考えを学
び、事業を運営する際にそれらを考慮するようにすることで
す。現地の問題は、現地レベルで解決するのが最も適切であ
ると、当社は考えます。
必要に応じて、当社は当社事業に関連する人権上の問題につ
いて、幅広い市民社会およびステークホルダーらと協働しま
す。人権上の問題には、当社が人権尊重の推進の対象として
いる、当社内、当社バリューチェーン内および当社の様々な
スポンサーシップにおける問題が含まれます。
多様性と受容性の重視
当社は、共に働く人々の多様性と受容性を尊重し、促進して
います。当社では、機会は均等であり、差別やハラスメント
は許されません。当社は、人種、性別、肌の色、国籍もしく
は社会的出自、民族性、宗教、年齢、障害、性的指向、性的
同定または表現、政治的意見、またその他の適用法により保
護される状態に基づく、差別またはハラスメントのない職場
環境の維持に取り組んでいます。当社における人材募集、雇
用、配置、人材開発、、研修、報酬および昇進は、適性、業
績、技能および経験に応じて行われます。
当社では、いかなる場合も、敬意を欠いた行動、不適切な行
動、不公平な待遇、報復は許されません。ハラスメントは、
職場だけでなく、職場外の仕事に関連する環境でも容認され
ません。
安全かつ健全な職場
当社の従業員の安全と健康は、極めて重要なものです。当社で
は方針として、安全かつ健全な職場を提供し、安全・衛生関連
の法令及び規制ならびに社内の要求事項を遵守します。当社は
、従業員と協議のうえで、事故、負傷および健康への影響が特
定されたリスクに対応し是正することによって、安全、健全か
つ生産的な職場の提供と維持に取り組んでいます。
職場のセキュリティ
当社は、暴力、ハラスメント、脅迫、および内的・外的脅威
によるその他の危険または混乱状態の発生しない職場の維持
に取り組んでいます。必要に応じて従業員に対する安全策を
実施し、従業員のプライバシーの保護と尊厳の尊重に努めて
います。
強制労働と人身売買
当社は、囚人労働、契約労働、債務労働（債務奴隷）、軍に
よる強制労働、現代的形態の奴隷などの、あらゆる形態の強
制労働および人身売買を禁止します。
児童労働
当社は、危険を伴う作業が必要とされる職務に18歳未満の人
物を雇用することを禁じています。

労働時間、賃金、および福利厚生
当社は、業界および地域労働市場と比較して、かつ適用され
る労働協約の条件に従って、競争力のある報酬を従業員に支
給しています。当社は、賃金、労働時間、超過勤務時間およ
び福利厚生に関する適用法の遵守に取り組んでいます。
土地の権利および水資源
当社は当社のバリューチェーンにおいて、土地の使用および
水の使用が持つ人権の尊重に関する重要な意義を認識してお
り、当社は具体的な方針及び行動を通じてこれに対応してい
ます。
当社は通常、農場から原材料を直接購入していないものの、い
くつかの農産物の大手購買業者として当社の価値に基づいて、
地元の農家および地域社会の土地の権利の保護を支援するべく
行動を取り、影響力を行使しなければならないのです。
当社は適正な衛生管理を通じて、持続可能な水供給、安全な
飲料水、および生態系と地域社会両方の保護についての人間
のニーズを尊重しています。当社の水管理プログラムを通じ
て、当社は現地の水に関するリスクを評価し、必要な時に必
要な場所で水分ストレス・ソリューションを開発するために
政府、地域社会およびその他のステークホルダーらと協議の
上で提携し、そしてまた自社の施設において資源水保護計画
を実施することによってリスクを低減させることで、水に対
する権利に基づいたアプローチを追及しています。
健全なライフスタイル
当社は、消費者が情報に基づいて健康的な生活習慣に見合っ
た選択を行なえるように、透明性のある栄養情報と様々な飲
料の選択肢を提供しています。  

通報・相談窓口
• 質問や懸念事項がある場合は、現地の経営陣、人事部、
    法務部または戦略セキュリティに連絡してください。
• また従業員は、インターネット上の安全なウェブサイトで
    あるEthicsLine（www.KOethics.com）や、同ウェブサイ 
    トに掲載されている現地のフリーダイアルを利用して、
    本方針違反の疑惑について報告を行うことができます。
EU内の従業員対象：EUの法令により、EthicsLineの通話やウ
ェブサービスは、財務、会計、監査に関する報告のみが可能
であることを留意してください。「人権および職場の権利に
関する方針」に基づく問題を報告するには、現地の経営陣、
人事部、現地のオンブズパーソン、または法務部まで御連絡
ください。

人権に関する方針

通報・相談窓口
EthicsLine(866) 790-5579

www.KOethics.com
機密保持。希望する場合は匿名可。通話無料。
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人権の尊重
人権の尊重は、ザ コカ・コーラ カンパニーの基本的な価値です。当社は、従業員、サプライヤーおよび資本関
係のないボトリングパートナーとの関係において、ビジネスと人権に関する国連指導原則に従って、人権を尊重
し推進することを目指しています。当社の目標は、当社が事業を行うコミュニティー内での人権の享受の増進に役立つこ
とです。
本方針は、国際人権章典や1998年に制定された労働における基本的原則および権利に関する国際労働機関宣言に含まれているも
のと共に、世界人権宣言に包含される国際的な人権の原則に沿ったものです。
本方針は、ザ コカ・コーラ カンパニー(当社)、当社が所有する事業体、当社が過半数の持分を保有する事業体、および当社が管理
する施設に適用されます。当社はまた、資本関係のないボトリングパートナーおよびサプライヤーに対してもこれらの原則を支持
することを望んでおり、彼らが自社内で類似の方針を採択するよう要請しています。
当社は、当社の事業およびバリューチェーン内で働く従業員の人権上のリスクを察知し防止するための手段として、デューデリジ
ェンスを用いています。　 当社が当社の事業活動に起因する、又はそれによって引き起こされる、人権に対する悪影響を察知し
た場合、当社は公正かつ公平な救済措置の提供又はその協力に取り組みます。当社が第三者との関係を通じてそうした悪影響に関
連又は関与している場合、当社は救済措置へのアクセス促進を目指します。
本人権に関する方針は、最高経営責任者を含む、ザ コカ・コーラ カンパニーの取締役会によって所管されています。

当 社 は 本 方 針 を 随 時 変 更 す る 権 利 を 留 保 し ま す 。 本 方 針 の 如 何 な る 規
定も、当社とその従業員または第三者の間に契約関係が存在すること、また
本方針を遵守すればザ コカ・コーラ カンパニーにおける雇用継続が保証され
ることを明示または暗示するものではありません。


